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年
七
月
一
日

二
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
開
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
彦
島
店

所
在
地

下
関
市
彦
島
福
浦
町

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

四
〇
二

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及

す
。

山
口
県
知

在
地

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

午
前
九
時

午

午
前
八
時
四
五
分
か
ら
翌
日
の
午

前
零
時
一
五
分
ま
で

午前

在
地

二
丁
目
一
五
番
一
号

代
表
者
の
氏
名

住

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

び
山
口
市
経
済
産
業
部
商
工
振

事

村

岡

嗣

政

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

田
中

康
男

変

更

後

前
八
時

前
七
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の
午

零
時
一
五
分
ま
で

所

代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
開
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

で
き
る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

五

変
更
年
月
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

サ
ン
マ
ー
ト

所
在
地

山
口
市
秋
穂

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

う
者
の
開
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開

発
株
式
会
社

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

株
式
会

変

更

前

業

午
前
九
時

が

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
九

二
〇
分
ま
で

四
日

及
び
所
在
地

秋
穂
店

町
六
七
四
六
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

午
前
八
時

午
前
四
時

四
日

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
四
丁

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

社
丸
久

午
前
九
時

変

更

後

午
前
八
時

時

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら
午
後
九
時

二
〇
分
ま
で

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

か
ら
翌
日
の

ま
で

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら

翌
日
の
午
前
四
時
ま
で

所

代
表
者
の
氏

目
一
四
番
一
号

牧

貞
夫

更

前

変

更

後

午
前
八
時

四

名 名



平成

二

年 月 日 火曜日

当
か
ら

興
課

一

山 口 県

五（
二大

と
お

（定期）報

株
三四

第 号

一二

所
在
地

防
府
市
天
神
一
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
防
府
店

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

二
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

式
会
社
興
和

山
口

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会
社
丸
久

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

届
出
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

徳
地
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

所
在
地

山
口
市
徳
地
堀
一
六

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

一
〇
番
四
二
号

代
表
者
の
氏
名

住 め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及

す
。

山
口
県
知

在
地

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

市
小
郡
高
砂
町
七
番
三
一
号

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

午
前
九
時

午
前
八
時
三
〇

午
後
一
一
時
二

で

在
地

セ
ン
タ
ー

一
三

代
表
者
の
氏
名

住

所

代
表
者
の
氏
名

、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振

事

村

岡

嗣

政

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

伊
勢
本
哲
史

前

変

更

後

午
前
八
時

分
か
ら

〇
分
ま

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら

午
後
一
一
時
二
〇
分
ま

で

所

代
表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
開
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

で
き
る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

名

称

サ
ン
マ
ー
ト

所
在
地

防
府
市
桑
南

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

で
き
る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
開
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

業

午
前
九
時

が

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の

前
零
時
二
〇
分
ま
で

四
日

華
城
店

二
丁
目
六
六
三

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

時
二
〇
分
ま
で

四
日

及
び
所
在
地

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業

午
前
九
時

が

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
一

五

午
前
八
時

午

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の
午

前
零
時
二
〇
分
ま
で

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

時
二
〇
分
ま
で

田
中

康
男

変

更

後

午
前
八
時

一

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら
午
後
一
一名



平

株

成 年 月 日 火曜日

五一二

山 口

四

（定期）県 報

一二
ゼ

三

第 号

（
二大

と
お当

か
ら

に
お

式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
下
松
店

所
在
地

下
松
市
大
字
西
豊
井

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
開
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
生
野
屋
店

所
在
地

下
松
市
大
字
生
野
屋

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

オ
ン
山
口
株
式
会
社

周
南

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

三
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一

在
地

・
ア
ル
ク
下
松
店

一
五
五
七

代
表
者
の
氏
名

住
変

更

前

午
前
九
時

午

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の
午

前
零
時
一
五
分
ま
で

午前

山
口
県
知

在
地

五
〇
七
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市

智
町
二
番
一
号

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及

八
号

久
保

允
誉

所

代
表
者
の
氏
名

変

更

後

前
八
時

前
七
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の
午

零
時
一
五
分
ま
で

事

村

岡

嗣

政

所

代
表
者
の
氏
名

高
村

利
之

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

び
下
松
市
経
済
部
産
業
観
光
課

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
開
店
時
刻

名

称

丸
久
厚
狭
店

所
在
地

山
陽
小
野
田

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

か
ら
同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

商
工
労
働
課
に
お
い
て
公
衆
の

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

（
二
三
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

業

午
前
九
時

市
大
字
厚
狭
四
七
八
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

及
び
所
在
地

四
日

立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

社
丸
久

午
前
九
時

午
前
八
時

翌
日
の
午

分
ま
で

午
前
八
時

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五

課
及
び
山
陽
小
野
田
市
産
業
振
興

県
知
事

村

岡

嗣

政

よ
る
届
出

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

田
中

康
男

更

前

変

更

後

午
前
八
時

三
〇
分
か
ら

前
零
時
二
〇

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら

翌
日
の
午
前
零
時
二
〇

分
ま
で

六

名 日部 の



平成

五

年 月 日 火曜日

三
三四

山 口 県

一二
株

（定期）報

（
二大

と
お当

か
ら

の
縦

第 号

四五

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日

変
更
年
月
日

好
新
一
郎

阿
武

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会
社
丸
久

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

届
出
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

サ
ン
マ
ー
ト
奈
古
店

所
在
地

阿
武
郡
阿
武
町
大
字

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

三
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

郡
阿
武
町
大
字
奈
古
二
七
九
六

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

午
前
九
時

午
前
八
時
か
ら

時
一
五
分
ま
で

山
口
県
知

在
地

奈
古
二
三
一
六
の
二

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
一
一

時
一
五
分
ま
で

午時

前

変

更

後

午
前
八
時

午
後
九

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら

午
後
九
時
一
五
分
ま
で

事

村

岡

嗣

政

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

び
阿
武
町
役
場
に
お
い
て
公
衆

前
七
時
三
〇
分
か
ら
午
後
一
一

一
五
分
ま
で

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
に
つ
い

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
六

部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
山

所
在
地

周
南
市
周
陽

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

（
二
三
三
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
山
口

南
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

て
配
慮
を
求
め
る
。

年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
十

業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

日

山
口

及
び
所
在
地

田
石
油
株
式
会
社
周
陽
複
合
店
舗

一
丁
目
五
七
の
六

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
五
八
）
に
係
る
大
規
模

。

七

五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

働 成周



平
成
二

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日
印
刷

十
六
年
七
月
十
五
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


